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南
朝

の
官
位
を
め
ぐ
る

一
考
察

野

田

俊

昭

序東
晋
南
朝

の
政
治
、
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
甲
族
、
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
い
っ
た
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

の
存
在
が
あ
る
。
梁
初
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
図
式
的
に
い
う
と
、
甲
族
層
は
郷
品

一
、
二
品
を
得
て
、
第
五
、
六
品
に
起
家

す
る
階
層
の
人
々
、

次
門
層
は
郷
品
三
、
四
、
五
品
を
得
て
、
第
七
、
八
、
九
品
に
起
家
す
る
階
層
の
人
々
、
後
門
層
は
郷
品
六
、
七
、
八
、
九
品
を
得
て
、
流
外
に
起

家
す
る
階
層

の
人
々
で
あ
る
。
三
五
門
層
は
通
常
官
界
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
甲
族
層
は
上
級
士
人
層
に
、
次
門
層
は
下
級
士
人
層
に
、
後
門

層
は
上
級
庶
民
層
に
、
三
五
門
層
は
下
級
庶
民
層
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
な
お
、
武
人
層

(勲
門
)
は
甲
族
層
、
次
門
層
、
後
門
層
の
い
ず
れ
か
に
適

宜
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

甲
族
、
次
門
、
後
門
の
各
集
団
は
起
家
の
点
の
み
な
ら
ず
、
就
官
す
る
官
に
つ
い
て
も
区
別
が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
。
甲
族
層
は
原
則
と
し
て

「清
官
」

に

つ
く
べ
き
で
あ
り
、
次
門
層
以
下
は
そ
れ
以
外
の
官

(以
下

「濁
官
」
と
い
う
)
に
つ
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
(当
時
は
身
分
制
の
時
代
で

あ
る
か
ら
、
同

一
の
官
で
あ

っ
て
も
上
層
の
も
の
か
ら
見
れ
ば

「濁
」

で
あ
る
も
の
も
、
下
層
の
も
の
か
ら
見
れ
ば

「清
」

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

小
論

で
い
う
官
の

「清
濁
」
は
そ
う
し
た
相
対
的
な
も
の
と
は
異
な
り
、
そ
の
任
用
者
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
)。

と
こ
ろ

で
、
甲
族
層
と
次
門
層
以
下
と
で
は
官
達
の
う
え
で
も
区
別
が
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
甲
族
層
は
第

一
品
官
を
、
次
門
層
は
第
五
品
官
を
、

　
　

　

後
門
層
は
第
七
品
官
の
う
ち
の
勲
位
を
極
官
と
す
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
。
官
達
上
に
み
ら
れ
る
甲
族
層
と
次
門
層
以
下
と
の
差
異
と
、
先
述
し
た

就
官
上
の
差
異
と
を
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
、
第
四
品
以
上
の
諸
官
は
す
べ
て

「清
官
」
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
第

一
品
と
第

二
品
の
諸
官

に
つ
い
て
は
と
く
に
問
題
は
な
い
と
思
う
が
、
東
晋
南
朝
に
な
る
と
第
三
品
と
第
四
品
の
官
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に

「濁
官
」
と
し



て
の
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

右
の
身
分
制
と
官
制
と
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
は
、
「濁
官
」
化
し
た
官
の
官
位
を
実
質
的
に
低
下
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
解
決
が
は
か
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
後
門
層
の
つ
く
べ
き
官
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
勲
位
、
寒
官
と
す
る
と
い
う
方
法
で
解
決
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

　
　

　

つ
い
て
は
す
で
に
先
学
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
後
述
す
る
よ
う
に
若
干
の
問
題
が
あ
る
。

東
晋
南
朝

の
天
子
は
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
踏
ま
え
た
う
え
で
国
政
運
営
を
行

っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
右
の
よ
う

な
措
置
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ

っ
て
も
、
東
晋
南
朝
の
天
子
の
支
配
権
力
の
も
つ
独
自
性
も
、
ま
た
こ
れ
を

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「濁
官
」
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
勲
位
、
寒
官
と
さ
れ
る
べ
き
要
件
を
満
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然

と
し
て
旧
来
の
官
位

を
保
た
せ
る
と
い
う
措
置
も
、
ま
た
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
格
を
も

つ
官
と
し
て
、
御
史
中
丞
と
中
書
通
事
舎
人
と
が
考
え
ら
れ

(
3

)

る

。

一

官

の

「
清
濁
」

東
晋
か
ら
宋
斉
に
か
け
て
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た
た
め
、
甲
族
層
が
そ
れ
に
つ
く
こ
と
を
嫌

い
、
主
に
次
門
層

(以
下
の
も
の
)
が

も

っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
官
が
い
く

つ
か
あ
る
。
『通
典
』
巻
三
十
職
官
五
十
二
太
子
家
令
に
、
太
子
家
令
に
つ
い
て
、

自
宋
斉
以
来
、
清
流
者
不
為
之
。

　
る

　

と
あ
り
、
そ
の
注
に

「沈
約
為
斉
文
恵
太
子
家
令
」
と
あ
る
。
右
に
清
流
と
い
う
の
は
甲
族
の
こ
と
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な

い
。
宋
斉
以
来
も

っ

ぱ
ら
太
子
家
令
に
つ
く
べ
き
と
さ
れ
た
清
流
以
外
の
も
の
と
は
、
具
体
的
に
い
う
と
次
門
層
の
こ
と
で
あ
る
。
右
に
太
子
家
令
就
官
者
と
し
て
名
前

ぼ
　

　　
　

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
沈
約
は
宋
の
奉
朝
請
に
起
家
し
、
斉
の
初
め
に
太
子
家
令
に
つ
い
て
い
る
。
奉
朝
請
は
次
門
の
代
表
的
な
起
家
官
で
あ
る
。

次
に
、
吏
部
郎
以
外
の
尚
書
郎

(以
下
単
に
尚
書
郎
と
い
う
)
が
あ
る
。
『北
堂
書
紗
』
巻
六
十
に
引
く

「山
濤
啓
事
」
に
、

旧
選
尚
書
郎
極
清
望
、
号
称
大
臣
之
副
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻
に
引
く
郭
撲
の

「辞
尚
書
郎
表
」
に
、

且
台
郎

(尚
書
郎
の
こ
と
)
清
顕
、
論
望
宜
允
者
也
。



と
あ

っ
て
、
西
晋
時
代
に
あ

っ
て
は
、
尚
書
郎
に
対
す
る
評
価
は

一
様
に
高
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
、
尚
書
郎
に
対
す

る
甲
族
層

の
評
価
は
低
下
し
、
そ
れ

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も

っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官
と
な

っ
た
。
『太
平
御
覧
』
巻
二

百
十
五
に
引

く

「晋
中
興
書
」
に
、

王
坦
之

、
字
文
度
。
選
曹
擬
為
尚
書
郎
。
坦
之
聞
日
、
自
過
江
、
尚
書
郎
正
用
第
二
人
、
何
得
以
此
見
擬
。
其
子
国
宝
、
好
傾
側
。
婦
父
謝
安

悪
之

、
除
尚
書
郎
。
国
宝
以
為
中
興
膏
膜
之
族
唯
作
吏
部
、
不
作
余
曹
郎
。
怨
之
、
辞
不
拝
。

と
あ
り
、

「宋
書
』
巻
五
十
九
江
智
淵
伝
に
、
江
智
淵
に
つ
い
て
、

初
為

著
作
郎
、
…
…
元
嘉
末
、
除
尚
書
庫
部
郎
。
時
高
流
官
序
、
不
為
台
郎
。
智
淵
門
孤
援
寡
、
独
有
此
選
。
意
甚
不
説
、
固
辞
不
肯
拝
。

と
あ
る
。

「晋
中
興
書
」
に
見
え
る
第
二
人
と
い
う
の
は
甲
族
以
外
の
人
、

つ
ま
り
次
門
の
こ
と
を
さ
し
、
江
智
淵
伝
に
見
え
る
高
流
と

い
う
の
は

著
作
佐
郎

(
　
著
作
郎
)
に
起
家
す
る
よ
う
な
家
格
を
も
つ
人
、

つ
ま
り
甲
族
の
こ
と
を
さ
す
と
す
べ
き
で
あ
る
。
著
作
佐
郎
は
甲
族
の
起
家
官
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
、
尚
書
郎
に
対
す
る
甲
族
層
の
評
価
が
低
下
し
た
た
め
、
甲
族
層
が
そ

れ
に
つ
く
こ
と
を
嫌

い
、
も
っ
ぱ
ら
次
門
層
が

つ
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
右
の
太
子
家
令
、
尚
書
郎
な
ど
と
ほ
ぼ
同
様
の
変
遷
を
た
ど

っ
た
官
に
五
校
尉
と
散
騎
常
侍
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
五
校
尉
に
つ
い
て
見
る
。

「晋
書
』
巻

二
十
四
職
官
志
に
、

(晋
)
武
帝
甚
重
兵
官
。
故
軍
校
多
選
朝
廷
清
望
之
士
居
之
。

と
あ

っ
て
、
西
晋
時
代
に
あ

っ
て
は
、
(五
校
尉
を
含
む
)
軍
校
に
多
く
名
族
が
任
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
東
晋
か

ら
宋
に
か
け
て
、
そ
の
任
用
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
「太
平
御
覧
』
巻
二
百
四
十
二
に
引
く

「陶
氏
職
官
要
録
」
に
、

興
寧
三
年
、
桓
温
奏
省
五
校
尉
。
永
初
元
年
、
復
置
、
以
叙
旧
勲
。

と
あ
る
。
興
寧
は
東
晋
中
期
、
永
初
は
宋
初
の
年
号
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
武
勲
に
よ
る
除
官
は
次
門
層
以
下
の
人
々
の
す
る
こ
と
で
あ
り
、
甲
族
層
の
忌
む
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
れ

だ
け
に
五
校
尉
は
次
門
層

(以
下
)
の
出
身
の
も
の
が
も

っ
ぱ
ら

つ
く
も
の
と
さ
れ
た
。
(
た
だ
し
、
領
官
、
帯
官
な
ど
の
形
で
他
の
本
官
と
し
て

　ヱ

の

「
清

官

」

と

併

せ

も

つ
場

合

は
、

こ

の
限

り

で
は

な

い
。
)
。
史

上

そ

う

し

た
例

は

数

多

い
。



今
、
若
干

の
事
例
を
あ
げ
る
と
、
軍
戸
出
身
の
黄
回
が
軍
勲
に
よ
っ
て
宋
の
元
徽
初
に
屯
騎
校
尉
に
つ
い
て
い
る
。
回
は
庶

民

(三
五
門
)
出
身

と
す
べ
き
で
あ
範
。
次
門
の
出
身
の
も
の
と
し
て
は
、
宋
の
元
徽
中
に
奉
朝
請
に
起
家
し
た
後
、
員
外
散
騎
侍
郎
な
ど
に
就

い
た
曹
景
宗
が
斉

の
建

元
初
年
に
屯
騎
校
尉
に
つ
い
て
い
憂
。
員
外
散
騎
侍
郎
は
次
門
の
官
序
の
過
程
に
現
わ
れ
る
典
型
的
な
官

で
あ
る
。
次
に
、
先

に
あ
げ
た
沈
約
が
斉

初
に
歩
兵
校
尉
に
つ
い
て
い
麺
・
ま
た
・
斉
の
郡
陵
王
の
王
国
常
侍
に
起
家
し
た
張
弘
策
が
斉
の
極
末
に
歩
兵
校
尉
に
つ
い
て
い
麺
。
王
国
常
侍
は

奉
朝
請
と
並

ぶ
次
門
の
代
表
的
な
起
家
官
で
あ
る
。
宋
の
昇
明
末
に
、
奉
朝
請
に
起
家
し
た
王
茂
が
斉
時
代
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
越
騎
校
尉
に
つ

い
て
い
麺
。
ま
た
、
斉
の
文
帝

(薫
承
之
)
の
雍
州
主
簿
に
起
家
し
た
後
、
員
外
散
騎
侍
郎
に
つ
い
た
票
道
恭
が
斉
の
建
武
末
以
前
に
越
騎
校
尉
に

つ
い
て
い
麺

。
州
官
起
家
は
甲
族
、
次
門
の
両
者
の
起
家
官
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
官
序
の
中
途
で
員
外
散
騎
侍
郎
に
つ
い
て
い
る
こ
と
、
戦
功
に

よ
っ

て
越
騎
校
尉

に
つ
い
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
門
と
し
て
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
道
恭
の
父
は
那
で
、

『宋
書
』
巻
八
十
三
宗

越
伝
付
察
那
伝
に
、
彼
の
家
に

つ
い
て
、

家
素
富
、
而
那
兄
局
善
接
待
賓
客
。
客
至
無
少
多
、
皆
資
給
之
。
以
此
為
郡
県
所
優
異
、
錫
其
調
役
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
庶
民

(三
五
門
)
の
家
系
で
あ

っ
た
が
、
那
が
後
に
戦
功
な
ど
に
よ
っ
て
益
州
刺
史
に
至

っ
た

(た
だ
し
、
未
拝
で

卒
し
て
い
る
)
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
次
門
と
し
て
の
家
格
を
も
つ
に
至

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　ぬ
　

次
に
、
軍
勲
に
よ
り
庶
民

(恐
ら
く
三
五
門
)
出
身
の
宗
越
が
宋
の
大
明
三
年
に
長
水
校
尉
に
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
宋
の
江
夏
王
の
王
国
侍
郎

　
め
　

に
起
家
し
た
王
玄
載
が
宋
の
泰
始
初
に
長
水
校
尉
に
つ
い
て
い
る
。
王
国
侍
郎
も
次
門
層
の
起
家
官
で
あ
る
。
宋
時
代
の
い
ず

れ
か
の
時
期
に
任
農

　
　
　

夫
が
軍
勲
に
よ
っ
て
射
声
校
尉
に
つ
い
て
い
る
。
農
夫
は
恐
ら
く
庶
民

(
三
五
門
)
出
身
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宋
の
泰
始
中

に
太
学
博
士
に
起
家
し

　レ
　

た
斐
昭
明
が
斉
の
永
明
三
年
に
射
声
校
尉
に
つ
い
て
い
る
。
太
学
博
士
も
次
門
層
の
起
家
官
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

右
に
見
た
よ
う
に
庶
民
出
身
の
も
の
が
軍
勲
に
よ

っ
て
五
校
尉
の
い
ず
れ
か
に
つ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
沈
約
、
斐
昭
明
の
例

か
ら
も
う
か
が
え
る

よ
う
に
、
文
人
と
し
て
の
次
門
層
の
官
序
に
現
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
五
校
尉
は
も

っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
例
は
他
に
も
い
く
つ
か
見
え
る
が
、
繁
雑
に
な
る
の
で
典
型
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
。
『梁
書
』
巻
四

十
八
何
恪
之
伝
に
、
何
恪
之
に
つ
い
て
い
て
、

祖
助
之
、
宋
員
外
散
騎
常
侍
。
父
歌
、
斉
奉
朝
請
。
恪
之
少
好
三
礼
、
…
…
読
礼
論
三
百
篇
、
略
皆
上
口
。
時
太
尉
王
倹
為
時
儒
宗
、
雅
相
推

重
。
起
家
揚
州
従
事
、
侃
為
総
明
館
学
士
、
頻
遷
司
徒
車
騎
参
軍
事
、
尚
書
祠
部
郎
。
…
…
歴
歩
兵
校
尉
、
国
子
博
士
、
…
・.・高
祖

(
梁
武



帝
)
践
咋
、
尊
重
儒
術
、
以
恪
之
為
尚
書
左
丞
。
…
…
天
監
二
年
、
卒
官
。

と
あ
る
。
父
が
奉
朝
請
で
、
本
人
も
州
官
に
起
家
し
、
そ
の
後
尚
書
祠
部
郎
な
ど
に
つ
い
て
い
る
俸
之
は
そ
の
家
格
を
次
門
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な

い
。以

上
の
よ
う
に
、
次
門
層
が
も

っ
ぱ
ら
つ
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
五
校
尉
が
、
「清
官
」
と
し
て
の
評
価
を
も
ち
え
な
か

っ
た
の
は
当
然
と
さ
れ

よ
う
。
「南
斉
書
』
巻
五
十

一
張
欣
泰
伝
に
、
州
官
に
起
家
し
た
後
、
尚
書
都
官
郎
な
ど
に
つ
き
、
斉
の
武
帝
の
時
に
歩
兵
校
尉
で
羽
林
監
を
領
し

て
い
た
張
欣
泰
に
つ
い
て

下
直
輯
游
園
池
、
著
鹿
皮
冠
、
柄
衣
錫
杖
、
挾
素
琴
。
有
以
啓
世
祖
者
。
世
祖
日
、
将
家
児
何
敢
作
此
挙
止
。
後
従
車

駕
出
新
林
。
勅
欣
泰
甲

杖
廉
察
、
欣
泰
停
杖
於
松
樹
下
、
飲
酒
賦
詩
。
制
局
監
呂
文
度
過
見
、
啓
世
祖
。
世
祖
大
怒
、
遣
出
外
。
数
日
意
稻
釈

、
召
還
、
謂
之
日
、
卿

不
楽
為
武
職
駆
使
、
当
処
卿
以
清
貫
。
除
正
員
郎
。

　ゆ
　

と
あ
る
。
欣
泰
は
武
人
の
次
門
と
す
べ
き
で
あ
る
。
清
貫
と
い
う
の
は
甲
族
層
の
し
め
る
べ
き
官
位
、
つ
ま
り

「清
官
」

の
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
れ

か
ら
歩
兵
校
尉

(及
び
羽
林
監
)
が

「清
官
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
他
の
屯
騎
、
越
騎
、
長
水
、
射
声
の

各
校
尉
に

つ
い
て
も
該
当
し
ょ
う
。

次
に
、
散
騎
常
侍
に
つ
い
て
見
る
。
『唐
六
典
』
巻
八
左
散
騎
常
侍
に
、
散
騎
常
侍
に
つ
い
て
、

晋
代
此
官
選
任
愈
重
。
(下
略
)。

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
『晋
書
』
巻
七
十
四
桓
秘
伝
を
見
る
と
、
東
晋
中
期
に
中
領
軍
で
あ

っ
た
桓
秘
は
、
盧
辣
の
宮
中
乱

入
の
責
を
負
わ
さ
れ
て

免
官
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
許
さ
れ
て
散
騎
常
侍
に
拝
さ
れ
よ
う
と
し
た
際
、
そ
れ
を
再
三
固
辞
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
こ
と
と
し
て
、

秘
恥
常
侍
位
卑
、
故
不
応
朝
命
。

と
あ
る
。

(秘
は
免
官
後
、
兄
温
、
弟
沖
と
の
間
に
確
執
が
あ
り
、
そ
れ
に
敗
れ
て

「廃
棄
」
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
さ
ら

に
除
名
な
ど
の
処
分
が

付
け
加
え

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
)。
さ
ら
に

『宋
書
』
巻
八
十
四
孔
顎
伝
に
、

初
、
晋
世
散
騎
常
侍
選
望
甚
重
、
与
侍
中
不
異
。
其
後
職
任
閑
散
、
用
人
漸
軽
。

と
あ
る
。
宋
か
ら
散
騎
常
侍
の
用
人
が
改
め
ら
れ
た
梁
の

「天
監
の
改
革
」
以
前
ま
で
の
散
騎
常
侍
単
独
官
者
の
顔
ぶ
れ
を
見
た
際
、
そ
の
ほ
と
ん

　ね
　

ど
が
次
門
出
身
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(他
官
を
も

っ
て
散
騎
常
侍
を
兼
ね
る
と

い
う
所
謂
帯
帖
及
び
他
官
を
あ
わ
せ
も

つ
の
に
つ
い



て
は
、
甲
族
層
に
よ
っ
て
散
騎
常
侍

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
甲
族
層
も
ま
た
多
く
散
騎
常
侍
に
つ
い
て

ゆ

　　
　

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
掲
の

『宋
書
』
孔
凱
伝
の
散
騎
常
侍
に
つ
い
て
の
記
述
は
散
騎
常
侍
単
独
就
官
に

つ
い
て
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
小

論
で
以
下
と
り
あ
げ
る
も
の
も
、
そ
の
官
序
の
過
程
で
散
騎
常
侍
が
単
独
で
現
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
)。
と
す
る
と
右
に

「用
人
漸
軽
」
と
あ
る
の

は
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
、
散
騎
常
侍
の
任
用
対
象
に
変
化
が
生
じ
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
次
門
層
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と

さ
れ
よ
う
。

次
に
、
前
述
の
諸
官
の
よ
う
に
そ
れ
が

「
濁
官
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
史
料
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
帰
納
的

に

「濁
官
」
化
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
官
と
し
て
少
府
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宋
斉
時
代
少
府
に
つ
い
た
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
十
六
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

　れ
　

　ね
　

　の
　

　
お
　

　
　
　

　
ゐ
　

　が

　

　　
　

(兼
官
の
も

の
も
含
む
)。
そ
の
う
ち
宋
時
代

で
は
ω
沈
曇
慶
②
顧
環
㈹
瀟
恵
開
ω
股
談
㈲
虞
玩
之
㈲
劉
伯
龍
の
六
名
、
斉
時
代

で
は
の
王
調
㈹
沈
憲

　お
り

　ふ
　

　　
　

　ね
　

　
お
　

　
　
　

　ぬ
　

　あ
　

㈲
李
珪
之
㈲
毛
恵
素
09
孔
秀
之
働
薫
環
⑯
孔
登
働
劉
係
宗
09
呂
文
顕
00
趙
景
翼
の
十
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
㈲
劉
伯
龍
㈹
毛
恵
素
⑯
孔
登
㈹
趙
景
翼

に
つ
い
て
は
正
史
に
専
伝
な
ど
が
な
く
、
そ
の
家
格
は
考
え
が
た
い
。
こ
の
四
名
を
除

い
た
十
二
名
の
う
ち
、
八
名
は
次
門
、
二
名
は
後
門

(も
し

く
は
三
五
門

)、
残
り
の
二
名
は
甲
族
出
身
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
　

沈
曇
慶
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
州
官
に
起
家
し
た
後
、
尚
書
右
丞
な
ど
に
つ
い
て
い
る
。
尚
書
左
右
丞
は
次
門
の
官
序
に
現
わ
れ

　あ
　

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
父
は
恐
ら
く
員
外
散
騎
侍
郎
を
極
官
と
し
て
い
る
。
員
外
散
騎
侍
郎
の
性
格
に

つ
い
て
は
す
で
に
述
べ

た
。
通
常
父
子
の
家
格
に
違
い
は
な
い
か
ら
、
曇
慶
は
次
門
の
出
身
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な
か
ろ
う
。
②
顧
環
は
州
官
に
起
家
し
た
後
、
奉
朝
請

や
尚
書
庫
部
郎
な
ど
に
つ
い
て
お
り
、
次
門
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
㈲
虞
玩
之
は
三
十
歳
代
で
宋
の
東
海
王
の
行
参
軍

に
起
家
し
た
後
、
尚

　
　
　

書
起
部
郎
、
尚
書
右
丞
な
ど
に
つ
い
て
い
る
。
そ
の
起
家
年
齢
や
就
官
し
た
官
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
そ
の
家
格
は
次
門
程
度
と
し
て
ま
ず
ま
ち
が

い
な
い
。
ω
王
調
は
付
伝
の
形
で
し
か
正
史
に
現
わ
れ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
兄
曇
は
宋
の
大
明
末
に
臨
賀
王
の
王
国
常
侍
に
起
家
し
、
後
に
員
外

散
騎
侍
郎
な
ど
に
つ
い
て
い
る
。
王
国
常
侍
の
性
格
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
以
上
か
ら
推
し
て
、
調
も
次
門
の
出
身
と
断
じ
て
ま
ち
が
い
な

か
ろ
う
。
㈹
沈
憲
は
そ
の
祖
父
説
道
の
極
官
が
恐
ら
く
巴
西

・
梓
滝
二
郡
の
太
守
、
父
磯
の
極
官
が
恐
ら
く
北
中
郎
行
参
軍
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
憲
自
身
も
州
官
に
起
家
し
た
後
、
臨
首
令
、
余
杭
令
な
ど
に
つ
ぎ

つ
ぎ
に
つ
い
て
い
て
地
方
官
と
し
て
の
生
活
を
長
く
送

っ
た
後
、
尚
書

駕
部
郎
、
尚
書
左
丞
な
ど
に
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
家
格
は
次
門
程
度
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
㈲
李
珪
之
は
州
官
に
辟
さ
れ
た
の
が
官
吏
と
し

て
の
出
発
点

で
あ
る
が
、
父
祖
と
も
に
県
令
止
り
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
次
門
の
出
身
と
し
て
さ
し

つ
か
え
な
い
。
累
代
地
方
官
止
り
と



い
う
の
は
次
門
の
典
型
の
ひ
と

つ
の
型
を
な
し
て
い
る
。
　
孔
秀
之
は
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
た
後
、
員
外
散
騎
侍
郎
、
尚
書
三
公
郎
な
ど
に
つ
ぎ

つ
ぎ

と

つ
い
て
い
る
。
そ
の
家
格
は
次
門
で
あ
る
。
　
薫
環
は
斉
の
太
学
博
士
に
起
家
し
て
い
る
。
太
学
博
士
の
性
格
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
環

の
家
格
は
次
門
で
あ
る
。
　
劉
係
宗
と
　
呂
文
顕
は
い
ず
れ
も

「南
斉
書
』
の
倖
臣
伝
に
載

っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
家
格
は
せ
い
ぜ
い
後
門
程
度

で
あ
る
。

最
後
に
、
　
薫
恵
開
と
　
毅
談
と
は
い
ず
れ
も
甲
族
で
あ
る
。
ま
ず
、
　
薫
恵
開
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼

の
家
は
も
と
も
と
名
族
と
は
と
う
て

い
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
伯
母
が
劉
裕

(
の
ち
の
宋
武
帝
)
の
継
母
で
あ

っ
た
関
係
か
ら
宋
王
朝
の
創
設
と
と
も
に
家

格
を
上
昇

さ
せ
た
も
の
謳
、
恵
開
自
身
秘
書
郎
に
起
家
し
て
い
る
。
秘
書
郎
は
甲
族
の
代
表
的
な
起
家

の
官
で
あ
る
。
　
殷

談
は
陳
郡
長
平
の
殿
氏

の
出
身
で
、
も
と
よ
り
名
族
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
者
の
少
府
就
官
に
至
る
事
情
を
検
討
し
て
み
る
と
、
問
題
点
が
少

な
か
ら
ず
存
在
し
て
い

る
。
ま
ず

、
薫
景
開
に
つ
い
て
見
る
と
、
景
開
が
少
府
に
つ
い
た
の
は
、
彼
が
晋
安
王
子
助
の
反
乱
に
加
担
し
、
そ
の
罪
を
許
さ
れ
た
後
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
就
官
に
は
処
罰
的
な
色
合

い
が
濃
い
。

事
実
、
『宋
書
』
巻
八
十
七
薫
景
開
伝
を
見
る
と
、

(泰
始

)
六
年
、
除
少
府
、
加
給
事
中
。
景
開
素
剛
、
至
是
益
不
得
志
。

と
あ

っ
て
、
こ
の
人
事
に
不
満

で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
恐
ら
く
本
資
を
下
げ
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
毅
瑛
の
場
合

で
あ
る
が
、
彼

は
前
後
二
回
に
わ
た

っ
て
少
府

に
つ
い
て
い
る
。
二
度
目
の
少
府
就
官
は
薫
景
開
の
場
合
と
そ
の
事
情
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
磯
も
晋
安
王
子
助
の

反
乱
に
加
担

し
、
そ
の
罪
を
許
さ
れ
た
後
に
二
度
目
の
少
府
に
拝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
は
瀟
景
開
と
同
様
の
理
由
に
で
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
最
初
の
少
府
就
官
に
つ
い
て
も
、
談
が
戚
質
の
反
乱
に
際
し
て
、
そ
の
進
退
を
誤

っ
た
結
果
、
尚
方
に
繋
が
れ
た
後
に
実
現
し
た
も
の

で
あ
り
、
甲
族
と
し
て
の
順
調
な
官
達
を
欠

い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

以
上
、
宋
斉
時
代
の
少
府
就
官
者
十
六
名
の
う
ち
、
そ
の
家
格
が
判
名
す
る
も
の
十
二
名
、
そ
の
う
ち
八
名
が
次
門
出
身

、
二
名
は
恐
ら
く
後
門

出
身

で
あ
る
こ
と
、
甲
族
出
身
で
あ
る
残
り
の
二
名
に
つ
い
て
も
、
そ
の
就
官
が
処
罰
的
色
彩
の
濃

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
少
府
が
も

っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
今
、
右
の
推
測
を
さ
ら
に
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
次
の
史
料
を
あ
げ
る
。

「南
斉
書
』
巻
五
十
三
沈
憲
伝
に
、

少
府
管
掌
市
易
、
与
民
交
関
。
有
吏
能
者
、
皆
更
此
職
。



　　
り

と
あ
る
。
南
朝
の
甲
族
層
が
吏
能
に
と
ぼ
し
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
吏
能
有
る
こ
と
が
か
え

っ
て
甲
族
層
の
軽
蔑
の
対
象
に
さ
え
な
っ
て
い

　
れ
　

た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
属
す
。
そ
れ
だ
け
に
吏
能
有
る
者
を
用
い
る
と
さ
れ
た
少
府
が
、
先
に
あ
げ
た
太
子
家
令
な
ど
の
官
と
同
様
に
甲
族
層

か
ら
そ
れ
へ
の
就
官
を
嫌
わ
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
理
な
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
。

次
に
、
都
水
使
者
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
少
府
と
同
じ
く
財
務
系
統
の
官
で
、
船
舶
、
漕
運
を
掌
る
都
水
台
の
長
官
で
あ

る
。
宋
斉
時
代
都
水

　
　
　

　
せ
　

使
者

に
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
ω
郡
碗
②
劉
休
㈹
沈
憲
ω
李
珪
之
の
四
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(兼
官
も
含
む
)。
こ

の
う
ち
　
沈
憲
と
　
李
珪
之
が
次
門
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
ω
郡
碗
は
晋
安
王
子
助
の
乱
の
実
質
的
な
指
導
者
で
、
反
乱
を
決
意
し
た
激

の
な
か
で
自

ら

「南
土
寒
士
」
と
し
て
い
る
。
寒
士
は
次
門
で
あ
る
。
㈹
劉
休
は
奉
朝
請
に
起
家
し
た
後
、
劉
或

(後
の
宋
明
帝
)
の
湘
東
王
国
常

侍
、
尚
書
中
兵
郎
な
ど
に

つ
い
て
お
り
、
典
型
的
な
次
門
で
あ
る
。
事
例
が
少
な
い
の
で
推
測
の
入
る
余
地
が
大
き
い
が
、
都
水
使
者
も

「
濁
官
」

と
観
念
さ
れ

て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
、
そ
れ
に
対
す
る
任
用
対
象
に
変
化
が
生
じ
、
も
っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
官
に

つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
の
う
ち
太
子
家
令
は
宋
時
代

(恐
ら
く
斉
時
代
も
。
以
下
同
様
)
で
は
第
五
品
、
尚
書
郎
は
第
六
品

で
あ
る
が
、
五
校
尉
と

都
水
使
者
は
第
四
品
、
散
騎
常
侍
と
少
府
は
第
三
品
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
甲
族
層
の
つ
く
べ
き
官

(
　
「清
官
」
)
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

べ
き
は
ず
で
あ
る
第
三
品
、
第
四
品
の
諸
官
の
な
か
に
、
も
っ
ぱ
ら
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官

(
　
「濁
官
」
)
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
東
晋
南
朝
の
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
官
制
と
の
間
に
存
在
す
る
矛
盾
は
、
第
三
品
、
第
四
品
の

「濁
官
」

の
官
位
を
実
質
的
に
低
下
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
解
決
が
は
か
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

「
濁
官
」

の
官
位

『南
斉
書
』
巻
四
十
二
王
曇
伝
付

(弟
)
王
翔
伝
を
見
る
と
、
王
調
に
つ
い
て
、

永
明
中
、
為
少
府
卿
。
六
年
、
勅
位
未
登
黄
門
郎
不
得
畜
女
妓
。
調
与
射
声
校
尉
陰
玄
智
坐
畜
妓
、
免
官
、
禁
錮

十
年
。

と
あ
る
。
永
明
は
斉
の
年
号
で
あ
る
。
黄
門
郎

(黄
門
侍
郎
が
正
式
で
あ
る
が
、
以
下
黄
門
郎
と
い
う
)
は
魏
以
来
第
五
品

で
、
そ
れ
は
宋
斉
時
代

に
あ

っ
て
も
変
化
な
か
っ
た
。
ま
た
、
東
晋
南
朝
を
通
じ
て

「清
官
」
の
最
た
る
地
位
を
失
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。

一
方
少
府

は
、
先
に
述
べ
た
よ



う
に
第
三
品
の

「濁
官
」
で
あ
る
。
ま
た
、
五
校
尉
は
第
四
品
の

「濁
官
」
で
あ

っ
た
。
右
は

「濁
官
」

の
第
三
品
と
第
四
品
の
官
が
、
官
序
上
第

五
品
の

「
清
官
」
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第

一
節

で
あ
げ
た
少
府
就
官
者
の
う
ち
、
宋
時
代

で
は
股
談
と
李
珪
之
、
斉
時
代
で
は

瀟
環
が
そ
の
官
序
の
過
程
で
少
府
と
黄
門
郎
の
二
官
に
つ
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
黄
門
郎
就
官
以
前
に
少
府
に
つ
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
殿
環
の

場
合
先
述

し
た
よ
う
に
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
就
官
し
て
お
り
、
二
度
目
は
黄
門
郎
就
官
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
度
目
の
就
官
に
至
る
事
情

　れ
　

に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
川
合
安
氏
は
こ
れ
を
例
外
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

次
に
、
五
校
尉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
官
序
上
黄
門
郎
の
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
は
数
多

い
。
繁
雑
に
な
る
の
で

『宋
書
』
、

『南
斉
書
』
、
『梁
書
』

の
な
か
か
ら
典
型
的
な
事
例
を
い
く

つ
か
示
す
に
止
め
る
。
な
お
、
射
声
校
尉
に
つ
い
て
は
右
の
王
調
に
つ
い
て

の
記
事
に
明
白

で
あ
る
か
ら
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
。
「南
斉
書
』
巻
五
十

一
斐
叔
業
伝
に
、
斐
叔
業
に
つ
い
て
、

建
元
元
年
、
除
屯
騎
校
尉
。
…
…
建
武
二
年
、
…
…
除
黄
門
郎
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
二
十
八
劉
善
明
伝
に
、
劉
善
明
に
つ
い
て
、

泰
始
初
、
…
…
除
善
明
為
屯
騎
校
尉
。
…
…
沈
枚
之
反
、
…
…
傍
遷
散
騎
常
侍
領
長
水
校
尉
、
黄
門
郎
領
後
軍
将
軍
。
(下
略
)。

と
あ
り
、

『宋
書
』
巻
六
十
八
南
郡
王
義
宣
伝
付

(子
)
劉
憧
伝
に
、
劉
憧
に
つ
い
て
、

遷
歩
兵
校
尉
、
転
黄
門
侍
郎
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
二
十
八
蘇
侃
伝
に
、
蘇
侃
に
つ
い
て
、

元
徽
初
、
…
…
除
歩
兵
校
尉
。
…
…
斉
台
建
、
為
黄
門
郎
領
射
声
校
尉
、
任
以
心
齊
。

と
あ
る
。
な
お
、
『宋
書
』
巻
六
十

一
江
夏
文
献
王
義
真
伝
付

(子
)
劉
詔
伝
に
、
劉
紹
に
つ
い
て
、

官
至
歩
兵
校
尉
。
追
贈
中
書
侍
郎
、
論

日
烈
侯
。

と
あ
る
。
通
常
贈
官
は
現
任
官
な
い
し
そ
れ
よ
り
上
位
の
官
位
を
も

つ
官
が
当
て
ら
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
中
書
侍
郎
は

(略
し
て
中
書
郎
と
も

よ
ぶ
)
は
宋
斉
時
代
、
黄
門
郎
と
同
じ
く
第
五
品
と
さ
れ
て
い
る
が
、
官
序
上
で
は
黄
門
郎
以
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
『通
典
』
巻
二
十

一

職
官
三
門
下
侍
郎
に
、

魏
晋
以
来
、
給
事
黄
門
侍
郎
、
蚊
為
侍
衛
之
官
、
員
四
人
。
宋
制
、
武
冠
緯
朝
服
、
多
以
中
書
侍
郎
為
之
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
斉
時
代
に
あ

っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
劉
詔
に
つ
い
て
の
記
事
も
、
五
校
尉

(
こ
の
際
歩
兵
校
尉
)
が
官
序
上
黄
門
郎
の



前
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
る
。

次
に
、
『
宋
書
』
巻
五
十

一
長
沙
景
王
道
憐
伝
付

(孫
)
劉
乗
伝
に
、
劉
乗
に
つ
い
て
、

歴
羽
林

監
、
越
騎
校
尉
、
中
書
、
黄
門
侍
郎
。

と
あ
り
、
同
書
巻
五
十
三
張
茂
度
伝
付

(子
)
張
永
伝
に
、
張
永
に
つ
い
て
、

(元
嘉
)
二
十
三
年
、
…
…
徒
為
江
夏
王
義
恭
太
尉
中
兵
参
軍
、
越
騎
校
尉
、
振
武
将
軍
、
広
陵
南
浦
二
郡
太
守
。
…
…
明
年

(孝
建
三
年
)、

召
為
尚
書
左
丞
。
…
…
大
明
元
年
、
遷
黄
門
郎
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
尚
書
左
丞
が
見
え
る
が
、
尚
書
左
丞
は
宋
斉
時
代
第
六
品
で
、
官
序
上
黄
門
郎
以
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
『通
典
』
巻
二

十
二
職
官
四
尚
書
左
右
丞
に
、

斉
、
左
右
丞
、
…
…
視
中
書
郎
、
遷
黄
門
郎
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
宋
時
代
に
あ

っ
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
『梁
書
』
巻
九
柳
慶
遠
伝
に
、
柳
慶
遠
に

つ
い
て
、

入
為
長
水
校
尉
。
…
…
中
興
元
年
、
西
台
選
為
黄
門
郎
。

と
あ
る
。

以
上
よ
り
、
「濁
官
」
の
第
三
品
の
少
府
と
、
同
じ
く
第
四
品
の
五
校
尉
と
の
官
序
上
の
地
位
が
低
く
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、

つ
ま
り
は
右

の
諸
官
の
実
質
上
の
官
位
が

「清
官
」
の
第
五
品
官
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
散

騎
常
侍
と
都
水
使
者
に
つ
い
て
見
る
。
南
朝
に
お
け
る
散
騎
常
侍
の
官
位
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
「天
監
の
改
革
」

の

一
環
と
し
て
、

そ
れ
の
官
位

の
改
変
を
命
じ
た
梁
の
武
帝
の
詔
が
参
考
に
な
る
。
『梁
書
』
巻
二
十

一
江
儒
伝
に
、

初
、
天
監
六
年
、
詔
以
侍
中

(散
騎
)
常
侍
並
侍
帷
握
、
分
門
下
二
局
入
集
書
、
其
官
品
視
侍
中
。

と
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ

「其
官
品
視
侍
中
」
と
命
じ
て
い
る
の
は
、
自
ず
か
ら
旧
来
散
騎
常
侍
が
第
三
品
官
と
し
て
の
実
質
を

も

っ
て
い
な
か

っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
侍
中
は
も
と
よ
り
名
実
と
も
に
第
三
品
で
あ
る
。
ま
た
、
『南
斉
書
』
巻
五
十
二
丘
霊
鞠
伝
を
見
る
と
、
丘
霊
鞠
が
恐
ら
く
斉

の
武
帝
中

に
散
騎
常
侍
に
つ
い
た
こ
と
を
記
し
た
後
、

霊
鞠
宋
世
文
名
甚
盛
、
入
斉
頗
減
。
…
…
王
倹
謂
人
日
、
丘
公

(霊
鞠
の
こ
と
)
仕
宙
不
進
、
才
亦
退
　
。

と
あ
る
。

こ
れ
も
散
騎
常
侍
が
と
う
て
い
第
三
品
官
と
し
て
の
実
質
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
、
『通
典
』



巻
二
十

一
職
官
三
中
書
侍
郎
を
見
る
と
、

宋
、
中
書
侍
郎
、
…
…
用
散
騎
常
侍
為
之
。

と
あ
る
。
実
例
と
し
て

『梁
書
』
巻
二
十
五
周
捨
伝
に
、
周
捨
に
つ
い
て
、
天
監
六
年
以
前
の
こ
と
と
し
て
、

累
遷
太
子
洗
馬
、
散
騎
常
侍
、
中
書
侍
郎

(下
略
)。

　ゆ
　

と
あ
る
も

の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
中
書
侍
郎
の
官
序
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
他
徐
貌
が
、
東
晋
の
孝

武
帝
中
に
散
騎
常
侍
を

　
お
　

経
て
尚
書
祠
部
郎
に
つ
い
た
後
、
中
書

(侍
)
郎
に
な

っ
て
い
る
。
中
途
に
尚
書
郎
を
は
さ
ん
で
い
る
の
で
い
さ
さ
か
躊
躇

さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
実

例
の
ひ
と

つ
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
都
水
使
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
四
名
の
う
ち
、
郡
碗
、
劉
休
の
場
合
が
い
ず
れ
も
黄
門
郎
就
官
以
前
に
都
水
使
者
に
つ
い

て
い
る
。
沈
憲
の
場
合
は
尚
書
左
丞
に
つ
く
以
前
に
都
水
使
者
に
つ
い
て
い
る
。
尚
書
左
丞
の
官
序
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
李
珪

之
の
場
合

は
游
撃
将
軍
を
以
て
都
水
使
者
を
兼
ね
、
都
水
使
の
兼
を
解
か
れ
た
後
、
少
府
を
兼
ね
、
つ
い
で
卒
し
て
い
る
。
少
府
に
つ
い
て
は
す
で

に
述

べ
た
。
游
撃
将
軍
は
官
序
上
、
後
述
す
る
よ
う
に
黄
門
郎
と
同
位
か
、
も
し
く
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

か
く
て
散
騎
常
侍
と
都
水
使
者
に
つ
い
て
も
、
少
府

・
五
校
尉
な
ど
と
同
様
に
そ
の
実
質
的
な
官
位
が
黄
門
郎
程
度
、
す
な
わ
ち

「
清
官
」
の
第

五
品
程
度

に
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
と
想
定
し
て
も
、
ま
ず
誤
り
な
か
ろ
う
。

最
後
に
将
軍
号
に
つ
い
て
述

べ
る
。
東
晋
南
朝
に
な
る
と
将
軍
号
が
乱
発
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
そ
の
卑
賎
化
が
著
し
く
な

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

れ
　
　
　

て
い
る
。

こ
こ
で
宋
斉
時
代
、
小
論
と
直
接
関
連
す
る
第
三
品
と
第
四
品
の
将
軍
号
が
官
序
上
ど
の
よ
う
な
現
わ
れ
方
を
す
る
か
、
先
述
し
た
黄
門

郎
を
基
準

に
す
え
る
方
法

で
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
の
官
序
の
過
程
で
黄
門
郎
就
官
以
前
に
現
わ
れ
る
将
軍
号
と
し
て

(中
書
侍
郎
、
尚
書
左
右
丞

就
官
以
前

に
現
わ
れ
る
も
の
も
含
む
)、
寧
朔
将
軍
、
饒
騎
将
軍
、
游
撃
将
軍
、
建
威
将
軍
、
振
威
将
軍
、
奮
威
将
軍
、
建
武
将
軍
、
前
軍
将
軍
、

後
軍
将
軍
、
右
軍
将
軍
、
龍
膿
将
軍
、
輔
国
将
軍
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
(
こ
れ
ら
は
当
然
そ
の
官
序
の
過
程
で
黄
門
郎
、
中
書
侍
郎
、
尚
書
左
右
丞

　あ
　

の
い
ず
れ
か
を
同
時
に
含
む
人
の
場
合
の
み
あ
げ
て
い
る
。
)。

以
上
の
よ
う
な
将
軍
号
は
第
三
品
、
第
四
品
官
と
し
て
の
実
質
を
す
で
に
失

っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
輔
国
将
軍
に
関
し
て
、
そ

う
し
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
史
料
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
輔
国
将
軍
は
第
三
品
で
あ
る
。
宋
斉
時
代
、
父
が
次
門
出
身
で
あ

っ
て
も
第
三
品

以
上
の
官

に
登
れ
ば
、
そ
の
時
点
以
降
に
そ
の
も
の
の
子
が
起
家
す
る
際
、
秘
書
郎
、
著
作
佐
郎
な
ど
に
起
家
す
る
。

つ
ま

り
、
そ
の
子
の
家
格
は



　れ
ね

甲
族
の
そ
れ
と
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
知

っ
た
う
え
で
、
『宋
書
』
巻

一
百
自
序
を
見
る
と
、
沈
林
子
が
宋
初
に
輔
国
将
軍

に
任
ぜ
ら
れ
、
永
初

三
年
に
輔
国
将
軍
の
ま
ま
死
亡
し
て
い
る
。
林
子
に
は
郡
、
瑛
ら
の
子
が
あ

っ
た
。
こ
の
郡
と
僕
と
は
い
ず
れ
も
林
子
の
死
後

に
あ
い
つ
い
で
起
家

し
て
い
る
が
、
甲
族
と
し
て
の
起
家
を
し
た
気
配
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
郡
は
奉
朝
請
に
起
家
し
、
弟
の
瑛
は
呉
郡
主
簿
に
辟
さ
れ
た
後
、
南
平
王

国
の
左
常
侍
に
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
王
国
左
常
侍
除
任
に
当

っ
て
、
宋
の
文
帝
は
瑛
を
引
見
し
て
、

吾
昔
以
弱
年
出
藩
、
卿
家
以
親
要
見
輔
。
今
日
之
授
、
意
在
不
薄
。
王
家
之
事
、

一
以
相
委
。
勿
以
国
官
乖
清
塗
為
岡
岡
也
。

　ま

と
い
っ
て
い
る
。
清
塗
は
甲
族
出
身
者
が
そ
れ
と
し
て
歩
む
官
途
の
こ
と
で
あ
る
。
奉
朝
請
、
王
国
左
常
侍
が
も
っ
ぱ
ら
次
門
出
身
者
が
そ
れ
と
し

て
つ
く
官
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
右
は
輔
国
将
軍
が
も
は
や
第
三
品
官
と
し
て
の
実
質
を
失

っ
て
い
た

こ
と
を
よ
く
示
し
た
事

ゆ
　ヨ
　

例

と

な

ろ

う

。

三

御
史
中
丞
の
官
位

前
節
に
お
い
て

「濁
官
」
化
し
た
官
の
官
位
を
実
質
的
に
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
官
制
と
の

間
に
存
在
す
る
矛
盾
の
調
和
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
の
官
を
と
り
あ
げ
て
述
べ
た
。
東
晋
南
朝
の
天
子
は
右
の
家
格

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を

踏
ま
え
た
う
え
で
国
政
運
営
を
行

っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
右
の
よ
う
な
措
置
は
当
然
の
こ
と
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
問
題
は
そ

う
し
た
な
か
に
あ

っ
て
、
右
の
措
置
と
切
り
離
さ
れ
た
官
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

に
超
然
と
し
た
形
で
存
在
す
る
官
に
、
御
史
中
丞
と
中
書
通
事
舎
人
と
が
あ
る
。
中
書
通
事
舎
人
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
り
、
本
節
で
は
御
史
中
丞

に
つ
い
て
見

る
。

御
史
中
丞

に
つ
い
て
も
前
節
ま
で
見
た
諸
官
と
同
様
に
、
東
晋
か
ら
宋
に
か
け
て
、
甲
族
層
の
そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
低
下

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「通
典
』
巻

二
十
四
職
官
六

(御
史
)
中
丞
に
、

江
左
中
丞
錐
亦

一
時
毫
彦
、
然
膏
梁
名
士
猶
不
楽
。

と
あ
り
、
そ
の
割
注
に
、

王
球
甚
衿
曹
地
。
遇
従
弟
僧
朗
除
御
史
中
丞
。
球
謂
日
、
汝
為
此
官
、
不
復
成
膏
梁
　
。

と
あ
る
の
は
そ
う
し
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
王
球
は
王
導
の
曾
孫
で
、
父
は
東
晋
後
期
に
司
徒
な
ど
に
つ
い
た
説
で
あ
り
、
も
と
よ
り
甲
族
で
あ



る
。
そ
の
他

『宋
書
』
巻
六
十
王
准
之
伝
に
、
王
准
之
に
つ
い
て
、

宋
台
建
、
除
御
史
中
丞
。
…
…
准
之
父
訥
之
祖
臨
之
曾
彪
之
。
至
准
之
、
四
世
、
居
此
職
。
准
之
嘗
作
五
言
。
范
泰
嘲
之
日
、
卿
唯
解
弾
事
耳
。

と
あ
る
。

こ
れ
も
御
史
中
丞
に
対
す
る
評
価
が
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
御
史
中
丞
を
め
ぐ
る
大
勢
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
甲
族
層
に
よ

っ
て
そ
れ

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
『南
斉
書
』
巻
三
十
三
王
僧
慶
伝
に
、
王
僧
慶
に
つ
い
て
、
宋
の
大
明
年
間
の
こ
と
と
し
て
、

遷
御
史
中
丞
領
驕
騎
将
軍
。
甲
族
向
来
多
不
居
憲
台
。
王
氏
以
分
枝
居
烏
衣
者
位
官
微
減
。
僧
慶
為
此
官
、
乃
日
、
此
是
烏
衣
諸
郎
坐
処
、
我

亦
可
試
為
耳
。

と
あ
る
。
烏
衣
の
諸
郎
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
先
に
挙
げ
た
王
彪
之
以
下
王
准
之

(及
び
そ
の
後
)
に
至
る
人
々
を
さ
す
。
『宋
書
』
王
准
之

伝
を
見
る
と
、
准
之
は
王
国
右
常
侍
に
起
家
し
、
そ
の
後

つ
ぎ

つ
ぎ
に
尚
書
祠
部
郎
、
尚
書
中
兵
郎
な
ど
に
つ
い
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

「位
官
微

減
」
と
い
う
の
は
、
准
之
ら
の
家
格
が
次
門
程
度
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。

一
方
、
王
僧
慶
は
父
が
曇
首
で
、
僧
慶
自
身

も
秘
書
郎

に
起
家
し
て
お
り
、
も
と
よ
り
甲
族
で
あ
る
。
(右
の
史
料
に
見
え
る
甲
族
と
い
う
の
は
小
論

で
い
う
制
度
と
し
て
の
甲
族
と
は
や
や
ず

れ
る
と
こ
ろ
が
有
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
際
そ
れ
を
無
視
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
)。
右
は
甲
族
と
し
て
の
僧
慶
が
変
則
的
な
官
序
を
と

っ
た
こ
と

を
示
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
御
史
中
丞
が
次
門
層
の
つ
く
べ
き
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
御
史
中
丞
は
魏
晋
以
来

一
貫
し
て
第
四
品
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宋
斉
時
代
に
あ

っ
て
も
変
化
な

い
。
先
述
し
た
と
こ
ろ

に
し
た
が
う
と
、
こ
う
し
た
性
格
の
官
は
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
存
在
に
規
制
さ
れ
て
、
そ
の
実
質
的
官
位
を
引
き
下
げ

る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
御
史
中
丞

一
官
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
措
置
が
と
ら
れ
た
気
配
は
な

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、
宮
崎
市
定
氏
は

『九
品
官
人
法
の
研
究
』

の
中
で
、
「清
要
官
の
発
達
」
と
題
し
て
、
秘
書
郎
、
著
作
佐
郎
等
に
起
家
す
る
階
層
の

人
々
、
小
論
で
い
う
甲
族
層
に
属
す
る
階
層
の
人
々
が
と
る
官
歴
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
彼
等
が

一
般
的
に
い
う
と
次
の
よ
う
な
官
歴
を
経
る
こ
と

を
明
ら
か

に
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

中
書
侍
郎

・
黄
門
郎

・
太
子
中
庶
子
の
内
二
官
-
尚
書
吏
部
郎
ま
た
は
司
徒
左
長
史
-
侍
中

と
い
う
官
歴
で
あ
樋
。
御
史
中
丞
の
官
序
上
の
地
位
は
右
の
官
歴
に
引
き
当
て
た
際
、
結
論
的
に
い
う
と
、
尚
書
吏
部
郎

(
以
下
吏
部
郎
と
い
う
)

も
し
く
は
司
徒
左
長
史
と
同
位
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
。



「宋
書
』

巻
八
十
七
薫
恵
開
伝
に
、
瀟
恵
開
に
つ
い
て
、

大
明
二
年
、
…
…
入
為
尚
書
吏
部
郎
、
不
拝
。
徒
御
史
中
丞
。
世
祖
与
劉
秀
之
詔
日
、
今
以
薫
恵
開
為
憲
司
、
翼
当
称
職

。
但

一
往
服
領
、
已

自
殊
有
所
震
。
及
在
任
、
百
僚
畏
偉
之
。
八
年
、
入
為
侍
中
。

と
あ
る
の
は
、
御
史
中
丞
と
吏
部
郎
が
官
序
上
同
位
に
あ

っ
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

今
、
吏
部
郎
を
基
準
と
し
て
御
史
中
丞
の
現
わ
れ
か
た
を
見
る
と
、
吏
部
郎
の
前
に
現
わ
れ
る
場
合
と
そ
の
後
に
現
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
ま

ず
、
前
に
現
わ
れ
る
例
を
あ
げ
る
と
、
『宋
書
』
巻
九
十
二
王
悦
伝
に
、
王
悦
に
つ
い
て
、

泰
始
中
、
為
黄
門
郎
、
御
史
中
丞
。
…
…
遷
尚
書
吏
部
郎
、
侍
中
。

と
あ
り
、
『南
斉
書
』
巻
四
十
三
王
思
遠
伝
に
、
王
思
遠
に
つ
い
て
、

伍
遷
御
史
中
丞
。
…
…
建
武
中
、
遷
吏
部
郎
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
十
三
沈
約
伝
に
、
沈
約
に
つ
い
て

尋
為
御
史
中
丞
。
…
…
隆
昌
元
年
、
除
吏
部
郎
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
二
十
六
范
噛
伝
に
、
范
紬
に
つ
い
て
、

遷
御
史
中
丞
領
前
軍
将
軍
南
北
尭
二
州
大
中
正
。
…
…
義
師
平
京
邑
、
承
制
徴
為
尚
書
吏
部
郎
、
参
大
選
。

と
あ
る
も
の
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

次
に
、
後

に
現
わ
れ
る
例
と
し
て
、
『宋
書
』
巻
五
十
四
羊
玄
保
伝
に
、
羊
玄
保
に
つ
い
て
、

遷
尚
書
吏
部
郎
、
御
史
中
丞
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
五
威
姦
伝
に
、
戚
煮

の
孫
戚
潭
之
に
つ
い
て
、

太
宗
世

、
歴
尚
書
吏
部
郎
、
御
史
中
丞
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
五
十
九
股
淳
伝
付

(弟
)
股
沖
伝
に
、
股
沖
に
つ
い
て
、

復
為
太

子
中
庶
子
、
尚
書
吏
部
郎
、
御
史
中
丞
、
有
司
直
之
称
。

と
あ
り
、
『
宋
書
』
巻
七
十
蓑
淑
伝
に
、
衰
淑
に
つ
い
て
、

元
嘉
二
十
七
年
、
遷
尚
書
吏
部
郎
。
…
…
還
為
御
史
中
丞
。



と
あ
り
、

『宋
書
』
八
十

一
顧
観
之
伝
に
、
顧
槻
之
に
つ
い
て
、

還
為
揚
州
治
中
従
事
史
、
…
…
尚
書
吏
部
郎
。
…
世
祖
即
位
、
遷
御
史
中
丞
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
四
十
四
徐
孝
嗣
伝
に
、
徐
孝
嗣
に
つ
い
て
、

遷
尚
書
吏
部
郎
、
…
…
転
充
御
史
中
丞
。

と
あ
り
、

『梁
書
』
巻
十
四
任
防
伝
に
、
任
肪
に
つ
い
て
、
「天
監
の
改
革
」
以
前
の
こ
と
と
し
て
、

天
監

二
年
、
…
…
重
除
吏
部
郎
中
、
参
掌
大
選
、
居
職
不
称
。
尋
転
御
史
中
丞
、
秘
書
監
領
前
軍
将
軍
。

と
あ
る
も

の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
次
に
、
司
徒
左
長
史
を
基
準
に
し
て
見
る
と
、
吏
部
郎
の
場
合
と
同
様
に
、
御
史
中
丞
が

そ
の
前
後
に
現
わ
れ
る

事
例
が
見

い
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
司
徒
左
長
史
の
前
に
現
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
「宋
書
』
巻
五
十
五
傅
隆
伝
に
、
傅
隆
に

つ
い
て
、

太
祖

元
嘉
初
、
…
…
遷
御
史
中
丞
。
当
官
而
行
、
甚
得
司
直
之
体
。
転
司
徒
左
長
史
。

と
あ
り
、
『宋
書
』
巻
六
十
萄
伯
之
伝
に
、
萄
伯
之
に
つ
い
て
、

遷
太

子
僕
、
御
史
中
丞
。
…
…
出
補
司
徒
左
長
史
。

と
あ
る
も

の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

次

に
、
司
徒
左
長
史
の
後
に
現
わ
れ
る
例
と
し
て
は

『南
斉
書
』
巻
三
十
七
到
撹
伝
に
、
到
撚
に
つ
い
て
、

世
祖
即
位
、
…
…
又
除
長
沙
王
中
軍
長
史
、
司
徒
左
長
史
。
…
…
永
明
元
年
、
:
・…
転
御
史
中
丞
。

と
あ
る
も

の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
『宋
書
』
巻
四
十
二
劉
穆
之
伝
を
見
る
と
、
劉
穆
之
の
孫
、
劉
璃
に
つ
い
て
、

世
祖

即
位
、
召
為
御
史
中
丞
。
…
…
除
司
徒
左
長
史
。
明
年
、
遷
御
史
中
丞
。

と
あ
り
、
司
徒
左
長
史
の
前
後
に
御
史
中
丞
が
現
わ
れ
る
例
も
見
い
出
せ
る
。

以
上
よ
り
、
御
史
中
丞
が
官
序
上
吏
部
郎
、
司
徒
左
長
と
ほ
ぼ
同
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
御
史
中
丞
が
吏

部
郎
、
司
徒
左
長
史
と
同
等
の
官
位
を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
御
史
中
丞
就
官
の
次
に
侍
中
が
現
わ
れ
る
は
ず

で
あ
る
が
、
こ
こ
で

『南
斉

書
』
巻
三
十
四
庚
果
之
伝
を
見
る
と
、

(庚

果
之
)
遷
黄
門
郎
、
兼
御
史
中
丞
。
尋
即
正
。
果
之
風
範
和
潤
、
善
音
吐
。
世
祖
令
対
虜
使
、
兼
侍
中
。
上
毎
歎
其
風
器
之
美
。
王
倹
在

座
、
日
、
呆
之
為
蝉
冤
所
照
、
更
生
風
采
。
陛
下
故
当
与
其
即
真
。
帝
意
未
用
也
。



と
あ
る
。
王
倹
は
当
時
の
官
界
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
右
は
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
官
界

に
あ

っ
て
、
御
史
中

丞
か
ら
直
接
侍
中
に
遷
る
人
事
が
決
し
て
不
当
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
、
御
史
中
丞
か
ら
直
接
侍
中

　　
　

　む
　

　
お
　

　
お
ソ

　
が
　

に
遷

っ
た
例
も
い
く

つ
か
存
在
す
る
。
先
に
見
た
瀟
恵
開
の
他
、
顔
之
伯
、
衰
顕
、
沈
沖
、
沈
昭
略
、
王
謄
な
ど
が
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
他
中
間
に

一
つ
二
つ
別

の
官

(そ
の
ほ
と
ん
ど
が
外
官
)
を
経
て
侍
中
に
遷
る
例
も
い
く

つ
か
あ
る
が
、
今
は
省
略
に
し
た
が
う
。
そ
の
他
御
史
中
丞
か
ら
直

接
侍
中
以
外

の
第
三
品
官
に
遷
る
例
も
見
ら
れ
る
。
先
に
見
た
任
肪
が
秘
書
監
に
遷

っ
た
の
も
そ
の
事
例
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
減
潭
之
は
左
民
尚

　お
　

ま
　

書

に
、
孔
琳
之
は
祠
部
尚
書
に
、
陸
澄
は
秘
書
監
に
そ
れ
ぞ
れ
直
接
遷

っ
て
い
る
。

さ
て
、
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
吏
部
郎
は
魏
西
晋
に
あ

っ
て
は
第
六
品
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
地
位

の
上
昇
に
と
も

な
っ
て
、
恐
ら
く
東

晋
に
入
る
と
そ
の
官
品
が
第
五
品
に
改
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
そ
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
、
第
四
品
相
当
の
官
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

　ヨ
　

が
公
式
に
第

四
品
に
改
定
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
(司
徒
左
長
史
は
晋
時
代
第
五
品
。
宋
斉
時
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
吏
部
郎

と
ほ
ぼ
似
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
)。
と
す
る
と
御
史
中
丞
は
宋
斉
時
代
、
名
実
と
も
に
第
四
品
と
し
て
の
官
位
を
保
持
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。

ち
な
み
に
梁
の

「天
監
の
改
革
」
に
お
い
て
、
御
史
中
丞
は
流
内
十
八
班
制

に
あ

っ
て
、
流
内
第
十

一
班
の
第

一
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
(
こ
れ

は
御
史
中
丞

の
つ
ぎ
に
侍
中
等
の
流
内
第
十
二
班
の
官
に
遷
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
)。
先

に
述
べ
た
と
こ
ろ
か

ら
推
し
て
、

こ
の
武
帝
に
よ
る
官
制
改
革
は
、
御
史
中
丞
に
つ
い
て
い
え
ば
、
旧
来
の
動
向
を
ほ
ぼ
忠
実

に
踏
ま
え
た
も
の
と

さ
れ
よ
う
。

四

中
書
通
事
舎
人
の
官
位

甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
規
制
か
ら
離
れ
た
形
で
存
在
す
る
官
と
し
て
、
さ
ら
に
中
書
通
事
舎
人
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
体
制
に
あ

っ
て
は

(原
則
と
し
て
官
界
と
は
無
縁
で
あ
る
三
五
門
層
の
存
在
を
除
く
と
)
官
界
と
の
関
連

で
い
う
と
、
後
門
層

が
最
下
位
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
等
は
郷
品
六
、
七
、
八
、
九
品
を
も

つ
階
層
で
、
(第
九
品
官
よ
り
下
位
の

「官
」

で
あ
る
)
流
外

に
起
家
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
九
品
官
人
法
の
最
初
の
主
旨
で
は
、
彼
等
は
原
則
と
し
て
第
六
品
官

に
登
り
得
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
時
代
が
降
る

に
し
た
が

っ
て
そ
れ
も
段
段
む

つ
か
し
く
な
り
、
大
体
七
品
官
止
ま
り
と
な
り
、
さ
ら
に
、

つ
く
べ
き
官

の
種
類
も

一
部
特
定

の
も
の
に
限
ら
れ
る

　　

よ

う

に
な

っ
た

。

そ
う

し

た
種

類

の
官

の
代

表

的

な

も

の

と

し

て
、
台

の
令

史

な
ど

が

あ

る
。

さ

て
、

こ

の
際

注

意

さ
れ

る

の

は
、

右

の
よ

う

な

後

門

層

が

つ
く

べ

き
九

品

官

が

勲

位

(
勲

品

と

も

記

さ

れ

る

場

合

も

あ

る
が

、
以

下

勲

位

と

い



う

)

と

さ

れ

て

い
る

こ
と

で

あ

る

。

『
唐

六

典
』

巻

十

四
諸

陵

署

、
令

各

一
人

の
項

の
注

に

、

斉

職

儀

、
毎

陵

令

一
人

、

品
第

七

、
秩

四
百

石

、
…

旧

用

三

品
勲

位

。

　の
　

と
あ
る
。

こ
れ
は
後
門
出
身
の
も
の
が
流
外
よ
り
登

っ
て
つ
く
第
七
品
官
が
、
(三
品
)
勲
位
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
か
く
て
、
後
門
出

身
者
の
極
官
が
第
七
品
官
の
う
ち
の
勲
位
と
い
う
体
制
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
後
門
層
の
つ
く
九
品
官
が
わ
ざ
わ
ざ
勲
位
と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
越
智
重
明
氏

が
示
唆
的
な
見
解
を
述

　
　
　

べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ

(後
門
層
の
つ
く
九
品
官
の
こ
と
　
筆
者
)
が
勲
位
で
あ
る
際
勲
位
で
記
し
た
方
が
官
品
で
記
す
よ
り
も
そ
の
官
界
で
の
地
位
が
は
っ

き
り
す
る
だ
け
に
、
敢
え
て
そ
う
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
宋
時
代
二
品
勲
位
と
三
品
勲
位
と
は
と
も
に
第
七
品
官
で
あ
る
。
こ
の

際
単

に
第
七
品
官
と
す
る
よ
り
も
二
品
勲
位
と
か
三
品
勲
位
と
か
い
っ
た
方
が
そ
の
官
界
で
の
地
位
が
は

っ
き
り
す
る
。

そ
れ
で
は
、
官
界

で
の
地
位
が
は
っ
き
り
す
る
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
筆
者
は

(
そ
の
ひ
と

つ
と

し
て
)
勲
位
と
し
て
の

九
品
官
の
官
序
上
の
地
位
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
。
『南
斉
書
』
巻
五
十
六
劉
係
宗
伝
に
、
劉
係
宗
に
つ
い
て
、

泰
始
中

、
為
主
書
。
以
寒
官
累
遷
、
至
勲
品
。
元
徽
初
、
為
奉
朝
請
、
兼
中
書
通
事
舎
人
員
外
郎
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
、
係
宗
が
後
門
層
出
身
者
と
し
て
寒
官
と
な
り
、
そ
の
な
か
で
次
第
に
昇
進
し
て
勲
位
に
至
り
、
の
ち
に
次
門
層
の
つ
く
べ
き
九

品
官

(
こ
の
際
は
奉
朝
請
)
に
つ
い
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
右
は
後
門
出
身
の
つ
く
べ
き

「官
」
に
は
少
な
く
と
も
寒
官
と
勲
位
と

の
二
つ
の
種
類
が
あ
り
、
勲
位
が
寒
官
の
う
え
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
う
え
に
次
門
層
以
上
の
も
の
の
つ
く
べ
き
官
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
寒
官

は
流
外
の

「官
」
を
さ
す
と
す
べ
き
で
あ
娩
。
か
く
て
後
門
層
が
流
外
よ
り
登

っ
て
つ
く
べ
き
九
品
官

(
　
勲
位

)
が
、
官
序
上
次
門
層

以
上
の
出
身
者
の
つ
く
べ
き
九
品
官
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
勲
位
制
も
ま
た
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る

家
格
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
の
存
在
に
規
制
さ
れ
て
出
現
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ

っ
て
も
右
の
体
制
か
ら
離
れ
た
形
で
存
在
す
る

官
が
あ
る
。

「南
斉
書
』
巻
五
十
六
の
序
に
、
中
書
通
事
舎
人
に
つ
い
て
、

(宋
)
孝
武
以
来
、
士
庶
雑
選
。

と
あ
る
。
中
書
通
事
舎
人
は
第
七
品
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
中
書
通
事
舎
人
に
庶

(後
門
層
以
下
の
階
層
の
人

々
)
を
用
い
る
こ
と
に



な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
な
大
勢
に
し
た
が
う
と
、
こ
う
し
た
後
門
層

(以
下
の
)

人
々
が
つ
く
べ
き
と
さ
れ
る
官
は
勲
位
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で

『宋
書
』
巻
九
十
四
戴
法
興
伝
を
見
る
と
、
巣
尚
之

に
つ
い
て
、

考
建
初

、
補
東
海
国
侍
郎
、
侃
兼
中
書
通
事
舎
人
。

と
あ
る
。
王
国
侍
郎
は
次
門
層
の
つ
く
べ
き
官
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
引

い
た

『南
斉
書
』
劉
係
宗
伝
に
、
劉
係
宗
に
つ
い
て
、

泰
始
中

、
為
主
書
。
以
寒
官
累
遷
、
至
勲
品
。
元
徽
初
、
為
奉
朝
請
、
兼
中
書
通
事
舎
人
員
外
郎
。

と
あ

っ
た
。
奉
朝
請
、
員
外
散
騎
侍
郎
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
孝
建
、
泰
始
、
元
徽
は
い
ず
れ
も
宋
の
孝
武
帝
以
降
の
年
号
で
あ
る
。
官
序

上
寒
官
、
勲
位
を
経
た
後
に
、
奉
朝
請
、
員
外
散
騎
侍
郎
な
ど
と
と
も
に
現
わ
れ
る
中
書
通
事
舎
人
が
勲
位
で
あ

っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

ね
　
る
　

い
。
な
に
よ
り
も
次
門
層
出
身
者
の
官
序
の
過
程
に
中
書
通
事
舎
人
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
例
え
ば
先
に

見
た
次
門
劉
休
が
中
書
通
事
舎
人
に
つ
い
て
い
る
。
か
く
て
今
問
題
と
し
て
い
る
記
事
は
、
本
来
次
門
層
の
つ
く
べ
き

(勲
位

で
は
な
い
)
九
品
官

に
、
後
門
層

(以
下
)
の
も
の
も
ま
た
用
い
る
と
い
う
措
置
が
、
宋
の
孝
武
帝
以
来
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
そ
の
任
用
に
そ
の
出
身
階
層
を
問
わ
な
い
と
す
る
九
品
官
の
存
在
は
、
結
果
的
に
そ
れ
へ
の
就
官
に
よ
っ
て
、
後
門
層

(以
下
）
の
出
身

の
も
の
も
そ
の
本
来
の
極
官
を
越
え
る
と
い
う
体
制
が
出
現
し
た
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
際
、
自
ず
か
ら
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
離
れ
た
も
の

と
な
ろ
う
。

な
お
、
梁
の

「天
監
の
改
革
」
に
お
い
て
、
中
書
通
事
舎
人
は
そ
の
流
内
十
八
班
制
の
な
か
で
流
内
第
四
班
の
第
三
位
の
官

と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
次
門
層

(以
上
?
)
の
も
の
の
つ
く
べ
き
官
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
任
用
に
家
格

(
こ
の
際
は
甲
族
と
次
門
)
を
問
わ
な

い
と
す
る
性
格
も
引

き
続
き
持
た
さ
れ
て
い
る
。
『晴
書
』
巻
二
十
六
百
官
志
上
に
、
中
書
通
事
舎
人
に
つ
い
て
、

梁
用
人
殊
重
。
簡
才
能
、
不
限
資
地
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
察
せ
し
め
る
。

結
び

東
晋
南
朝

の
政
治
、
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
お
そ
く
と
も
西
晋
末
こ
ろ
に
形
態
を
と
と
の
え
、
東
晋
南
朝
に
お

い
て
機
能
し
た
甲
族
、
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
い
う
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
あ
る
。
東
晋
南
朝
の
天
子
は
こ
う
し
た
家
格

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を



踏
ま
え
て
国
政
の
運
営
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
運
営
の
間
に
用
人
が
変
化
し
た
た
め
、
こ
の
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
基
づ
く
官
達
上
の
制
限
と

矛
盾
す
る
官
が
い
く
つ
か
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

パ
タ
　
ン

こ
の
官
制
上
の
矛
盾
に
対
し
て
、
南
朝
の
天
子
の
と

っ
た
対
応
の
仕
方
に
は
ふ
た

つ
の
型
が
見
ら
れ
る
。

　
官
制
上
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
っ
た
官
の
実
質
的
な
官
位
を
引
き
下
げ
て
、
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
の
調
和
を
は
か
る
。

　
官
制
上
矛
盾
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
来
の
官
位
を
名
実
と
も
に
保
持
さ
せ
た
ま
ま
存
在
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
家
格

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
存

在
を
無
視
し
た
措
置
で
あ
る
。

の
ふ
た
つ
伽
型
を
あ
る
。
　
に
あ
て
は
ま
る
官
と
し
て
少
府
、
散
騎
常
侍
、
五
校
尉
、
都
水
使
者
の
諸
官
と
い
く

つ
か
の
将
軍
号
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
に
あ
て
は
ま
る
官
と
し
て
御
史
中
丞
と
中
書
通
事
舎
人
の
二
官
が
あ
る
。

さ
て
、

(魏
)
晋
南
朝
の
天
子
の
支
配
権
力
の
行
使
に
は
二
面
性
が
あ
り
、

一
面
で
は
そ
の
独
自
性
を
示
し
、
他
面
で
は
郷
論
と
の
同
質
性
を
示

し
、
そ
れ

ら
は
決
し
て
乖
離
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の

一
体
制
を
保
ち
な
が
ら
晋
南
朝
史

(の
ひ
と
つ
の
側
面
を
)
形
作

っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
甲
族
層
を
頂
点
と
す
る
家
格
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
晋
南
朝
の
官
人
が
郷
論
に
お
さ
れ
、
そ
の
郷
論
に
基
づ
く
郷
品
が
起
家
の
官
な
り
そ
れ

以
降
の
官
序
な
り
を
決
め
る
と

い
う
大
勢
の
な
か
に
生
じ
た
も
の
で
袈

。
そ
れ
だ
け
に
　
の
措
置
は
、
天
子
の
支
配
権
力

の
行
使
が
郷
論
を
踏
ま

え
た
形
で
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

一
方
　

の
措
置
は
、
天
子
の
支
配
権
力
の
も

つ
も
う
ひ
と

つ
の
側
面
で
あ
る
郷
論

に
拘
束
さ
れ
な
い
独
自

性
が
発
揮

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

右
は
東
晋
南
朝

の
天
子
の
支
配
権
力
の
も
つ
二
面
性
が
、
官
制
再
編
成
上
具
体
的
に
現
わ
れ
た
事
例
と
さ
れ
る
。

な
お
、
御
史
中
丞
は
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
見
る
と
、
官
人
の
職
務
怠
慢
乃
至
職
務
不
遂
行
の
糾
弾
等
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
政
の
正
常
な
運
営

と
い
う
こ
と
に
大
き
な
責
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
魏
晋
南
朝
の
天
子
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ

煙
。
ま
た
、
中
書
通
事
舎
人
は
周
知
の
よ
う
に
天
子
の
支
配
意
志
を
具
現
化
し
た
よ
う
な
官
で
あ

っ
た
。
南
朝
の
天
子
が
御
史
中
丞
と
中
書
通
事
舎

人
の
官
位
を
敢
え
て
低
下
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
二
官
の
も
つ
上
述
の
よ
う
な
性
格
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

な
お
、
官
に
は
貴
族

(甲
族
)
勢
力
の
独
占
す
る
も
の
も
あ
る
。
天
子
の
支
配
権
力
を
論
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
次
稿
以
下
で
述
べ
る
。



註(
1
)

越

智
重

明
氏

、
「魏

晋
南
朝

の
貴

族
制
」

一
九
八
二
年
。
と
く

に
同
書
第
五
章

「制
度
的
身
分
　

族
門
制
を

め
ぐ

っ
て
」
。

甲
族

(
層
)
、
次
門

(
層
)
、
後
門

(
層
)
、
三
五
門

(層

)
と

い
う
呼
称
も

こ
の
著
書

に
よ

っ
た
。

(
2
)

宮
崎
市
定
氏
、
「
九
品
官

人
法

の
研
究
」
第

二
編
第

三
章
九

「勲
位

の
成
立
」

一
九
五
六
年
。
前
掲

「制
度
的
身
分
　

族
門
制
を

め
ぐ

っ
て
」
。

(
3
)

小
論
を
作
製

す
る
に
あ
た

っ
て
、
前
掲

の
越
智
、
宮
崎
氏

の
著
書

の
他
、
周

一
良
氏
、
「
南
斉
書
丘
霊
鞠
伝
試
釈
兼
論
南
朝
文

武
官
位
及
清
濁
」

(
「魏
晋
南

北

朝
史
論
集
」

一
九
六
三
年

)
か
ら
益
を
受
け
た
。

(
4
)

越
智
重
明
氏
、
「
南
朝

の
清
官
と
濁
官
」

(
「史
淵
」

第
九
十
八
輯

)。

(
5
)

「梁
書
」
巻
十
三
沈
約
伝
。

(
6
)

甲
族

(層

)、
次
門

(層

)、
後
門

(層

)
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
官

に
起
家

し
、
ど

の
よ
う
な
官

に

つ
く
べ
き
で
あ

っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
(
1
)、

(
4
)
に

あ
げ

た
諸
論
考

の
他

、
越
智
重
明
氏
、
「
梁
陳
時
代

の
甲
族
層
起
家

の
官
を

め
ぐ

っ
て
」
(
「史
淵
」

第
九
十
七
輯
)
に
よ
る
。

(
7
)

前
掲

、
「南
斉
書
丘
霊
鞠
伝
試
釈
兼
論
南
朝
文
武
官
位
及
清
濁
」
。

(
8
)

「宋
書
」
巻

八
十

三
黄

回
伝
。

(
9
)

「梁
書
」
巻

九
曹

景
宗
伝
。

(
10
)

「梁
書
」
巻

十
三
沈
約
伝

。

(
11
)

「梁
書
」
巻

十

一
張
弘
策
伝

。

(
12
)

「梁
書
」
巻

九
王
茂
伝

。

(
13
)

「
梁
書
」

巻
十
察
道
恭

伝
。

(
14
)

「宋
書
」

巻
八
十
三
宗
越
伝
。

(
15
)

「南

斉
書
」

巻
二
十
七
王
玄
載
伝
。

(
16
)

『
宋
書
」

巻
八
十
三
任
農
夫
伝
。

(
17
)

「南
斉
書
」

巻
五
十
三
養
昭
明
伝
。

(
18

)

前
掲
、
「
南
朝

の
清
官
と
濁
官
」
。

(
19
)

拙
稿
、
「
梁

の
武
帝

に
よ

る
官
位
改
変
策
を
め
ぐ

っ
て
」

(
「
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
」

第
十
三
号

)
。

(
20
)

「宋
書
」
巻
五
十

四
沈
曇
慶
伝
。

(
21
)

「宋
書
」
巻

八
十

一
顧

環
伝
。



(
22
)

「宋
書
」
巻

八
十

七
瀟
恵

開
伝

。

(
23
)

「宋
書
」
巻

八
十

七
段
談
伝
。

(
24
)

「南
斉
書
」
巻

三
十
四
虞

玩
之
伝

。

(
25
)

「
梁
書
」
巻

四
十
九
劉

昭
伝

。

(
26
)

「南
斉
書
」
巻

四
十
二
王

曼
伝
付

(弟

)
王
詞
伝
。

(
27
)

「南
斉
書
」
巻

五
十
三
沈
憲
伝

。

(
28
)

「南
斉
書
」
巻

五
十
三
李
珪
之
伝

。

(
29
)

「南
斉
書
」
李
珪
之

伝
。

(
30
)

「南
斉
書
」
巻

五
十
三
孔
秀
之
伝

。

(
31
)

「
梁
書
」
巻

二
十

六
蒲

環
伝
。

(
32
)

「
梁
書
」
巻

三
十

六
孔
休

源
伝

。

(
33
)

「南
斉
書
」
巻

五
十
六
劉
係
宗
伝

。

(
34
)

「南
斉
書
」
巻

五
十
六
呂
文
顕
伝

。

(
35
)

「南
斉
書
」
巻

三
武
帝
本
紀

。

(
36
)

中
村

圭
爾
氏
、
「
南
朝

の
九
品
官
制

に
お
け
る
官
位

と
官

歴
-

梁
十
八
班
制

成
立

を
め
ぐ

っ
て
l
」

(
「史

学
雑
誌
」

第
八
十

四
編
第

四
号
)

に
、
奉
朝
請

な
ど

に
起
家

す
る
階

層
の
人

々

(小
論

で

い
う
次
門
層

)
の
官
序

に
尚
書
左

右
丞
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

(
37
)

原
則

と
し

て
甲
族
は

二
十
歳
以
上

二
十

四
歳
以

下
、
次

門
は
二
十
五
歳
以
上

二
十
九
歳

以
下
、
後

門
は
三
十
歳
以
上

で
起
家

す
る
。
前
掲
、
「
制
度
的
身
分
　

校

門
制

を
め
ぐ

っ
て
」
。

(
38
)

唐
長
濡
氏

、
「士
族
的
形
成
和
升
降
」

(
「魏
晋
南
北
朝
史
論
拾
遺
」

一
九
八
三
年

)
。

(
39
)

前
掲

、
「
九
品
官
人
法

の
研
究
」
第

二
編
第

三
章
十

一

「寒
官

の
発
達
」
。

(
40
)

「
梁
書
」
巻

三
十

七
何
敬
容
伝
末

に
付

せ
ら
れ
た
陳

の
挑
察

の
言
葉
に
典
型
的

で
あ
る
。

(
41
)

「宋
書
」
巻

八
十

四
郡
碗
伝

。

(
42
)

「南
斉
書
」
巻

三
十
四
劉
休
伝

。

(
43
)

川
合
安
氏

、
「南
朝
財
政
機
構

の
発

展
に

つ
い
て
」

(
「文
化
」

第
四
十
九
巻
第

三

・
四
号

)

(
44
)

周
捨

が
散
騎
常
侍

に

つ
い
た
の
は
王
亮

が
罪
を
得

て
帰
家

す
る
以
前

で
あ
る
。
王
亮

が
罪
を
得

て
廃

さ
れ
た

の
は
梁

の
天
監

二
年

の

こ
と

で
あ

る

(
「梁
書
」



巻
十
六
王
亮
伝
)
。

(
45
)

「晋
書
」
巻
九
十

一
徐
貌
伝
。

(
46
)

「宋
書
」

に
現
わ
れ

る
も

の
と

し
て

(
数
字
は
巻
数
)
、

路
茂
之

(
41
)劉
道
隆

(
45
)
檀

砥

(
47
)
孟
懐
王
(
47
)毛
脩
之

(
48
)凍
悦

(
53
)杜
幼
文
(
65
)
劉
恢

(
68
)徐
甚
之

(
71
)南
平
穆
王

義
宣

(
72
)
建
平
宣
簡
王
宏
(
72
)沈

懐
明

(
77
)薫
思
話

(
78
)郡
碗

(
84
)王
蔽
(
85
)戴
法
興
(
94
)
徐
愛

(
94
)
院
田
夫

(
94
)沈
林
子
(
期
)
。

「南
斉
書
」

に
現

わ
れ
る
も

の
と

し
て
、

高
帝

(
1
)
武
帝

(
3
)
豫
章
文
献

王
(
22
)
崔
祖
思

(
28
)劉
善

明
(
28
)蘇

侃
(
28
)
垣
栄
祖

(
28

)崔
文
仲

(
28
)
周
山

図
(
29
)
周
奉
叔

(
29
)
江
説

(
31
)萄

伯
玉
(
31
)張
岱

(
32
)臨
川
献
王
映

(
35
)劉
俊

(
37
)胡
譜
之

(
37
)薫
赤
斧
(
38
)
薫
穎
冑
(
38
)沈
文
季

(
44
)王
秀
之
(
46
)
孔
稚
珪

(
48
)
張
沖
(
49
)
斐
叔
業
(
57
)崔
慧
景

(
51
)虞

恋
(
53
)

傅

琉
(
53
)。

(
47
)

前
掲

、
「制
度
的
身

分
　
族

門
制
を

め
ぐ

っ
て
。
」

(
48
)

前
掲

、
「南
朝

の
清
官

と
濁
官
」
。

(
49
)

第

二
編
第

三
章

四

「清

要
官

の
発
達
」
。

(
50
)

「宋
書
」
巻

七
十
七
顔

之
伯
伝

。

(
51
)

「宋
書
」

巻
八
十
四
蓑
顎
伝
。

(
52
)

「南

斉
書
」

巻
三
十
四
沈
沖
伝
。

(
53
)

「
南
斉
書
」

巻
四
十
四
沈
文
季
伝
付

(
兄
子
)
沈

昭
略
伝
。

(
54

)

「
梁
書
」
巻

二
十

一
王
謄
伝

。
王
謄
は
御
史
中
丞
よ
り
薫
術

(
後
の
梁
武
帝

)
の
覇
府

の
属
僚
と
な

っ
た
後
侍
中

に
遷

っ
て

い
る
が
、

こ
の
覇
府

へ
の
任

用
は

前
朝

の
め
ぼ
し

い
官
人
を
自

己
の
府

に
入
れ

た
後

に
受

禅
す
る
と

い
う
当
時

の
慣
例

に
し
た
が

っ
た
も

の
で
、
特
例

的
な
も

の
と
考

え

ら
れ
る
。
例

え
ば

「梁

書
」

巻

二
十

一
王
陳
伝

な
ど
。

(
55
)

「宋
書
」
巻
五
十
六
孔
琳
之
伝
。

(
56
)

「南
斉
書
」
巻

三
十
九
陸
澄
伝
。

(
57
)

前
掲
、

「清
要
官

の
発
達
」
。

な
お
、
吏
部
郎

は

「
天
監
の
改
革
」

に
先
立

つ
梁

の
天
監
二
年
の
官
制
改
革

に
お

い
て
、
宋
斉
時

代

の
実
情

に
適
合
せ

し
め
る

べ

く
正
式

に
第

四
品

に
改
定

さ
れ
て
い
る
。
前
掲
、

「九
品
官
人
法
の
研
究
」
第

二
編
第
四
章

一

「
梁
の
武
帝

の
制

度
改
革
」
。

(
58
)

前
掲

、
「勲
位

の
成
立
」
、
「制
度
的
身
分

11
族
門
制
を
め
ぐ

っ
て
」
。

(
59
)

前
掲

、
「勲
位

の
成
立
」
。



(
60
)

越
智
重
明
氏

、
「魏
晋
南
朝

の
最
下
級
官
僚
層

に

つ
い
て
」

(
「史

学
雑
誌
」
第
七
十

四
編
第
七
号
)
。

(
61
)

前
掲
、

「制
度
的
身
分

"
族
門
制
を
め
ぐ

っ
て
」
。

(
62
)

晋
南
朝

の
天
子

の
支

配
権

力
と
郷
論

と
の
関
連
に

つ
い
て
の
理
解

は
、
越
智
重

明
氏
が

「魏
晋
南
朝

の
貴
族
制
」

・
『魏
晋
南
朝

の
人
と
社
会
』

(
一
九

八
五

年

)
な
ど

で
示
さ
れ

て
い
る
見
解

に
そ

の
多
く
を
負
う
て

い
る
。

(
63
)

家
格

の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
に
馴
染
ま
な

い
人
事
行
政
が
行
わ

れ
よ

う
と

す
る
際
、
州
大
中
正

ひ
い
て
は
郷
論

の
抵
抗

が
あ

っ
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、
前
掲
、
「
梁

の
武
帝

に
よ
る
官
位
改
変
策
を
め
ぐ

っ
て
」
。

(
64
)

越
智
重
明
氏
、
「
魏
晋
南
朝

の
御
史
中
丞
」

(
「
史
淵
」
第

百
二
十
輯

)。

補
(
1
)

前
掲
、
「
南
斉
書
丘
霊
鞠
伝
試
釈
兼

論
南
朝

文
武
官
位

及
清
濁
」
及
び

「
梁

の
武
帝

に
よ
る
官

位
改
変
策

を
め
ぐ

っ
て
」
。

補

(
2
)

前
掲
、
「
九
品
官
人
法

の
研
究
」

第
二
編
第

三
章

十
二

「将
軍
号

の
発
達
」
。

補

(
3
)

「
濁
官
」

の
官
位
が
実
質
的

に
引
き
下
げ
ら
れ
た
反
面

、
「清
官
」

の
官
位
が
実
質
的
に
引

き
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
次
節

に
述

べ
る
尚
書

吏
部
郎
、
司
徒
左
長

史

に

つ
い
て
は
す

で
に
そ
の

こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
左

・
右
衛
将
軍
、
太

子
左

・
右
衛
率

に

つ
い
て
も

、
そ
う
し
た

こ
と
が

い
え
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
別
の
機
会

に
総

合
的
に
と
り
あ
げ
る
。
な
お
、
梁

の

「天
監

の
改
革
」

に
お

い
て
、
左
右
衛
将
軍

は
流
内
第
十

二
班

、
太

子
左

右
衛
率
は
流
内
第
十

一
班

に
そ
れ
ぞ
れ
位

置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

補

(
4
)

「南
斉

書
」

巻
四
十
九
王
績
伝

に
よ
れ
ば

、
甲

族
出
身

の
王
績
が
太
子
舎
人
よ
り
中
書

通
事
舎
人

に
転

じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
太
子
中
舎
人

の
誤
り
と
す

べ

き
で
あ
ろ
う
。
前
掲

、
「南

朝
の
九
品
官

制
に
お
け
る
官
位
と
官
歴
-

梁
十
八
班
制
成
立

を
め
ぐ

っ
て
」
。


